
令和６年度 近江八幡市商工業振興ビジョン　事業一覧

育む 創る 稼ぐ

１ー①－１
近江八幡

商工会議所
新規就職者激励大会・新入
社員研修会

企業規模が小さく自社にて入社式・
新人研修が難しい企業向けに式典
と集合研修を実施。
学生意識を脱却して社会人としての
責任意識を持ってもらう。

令和３年度 ～ 令和６年度
参加人数

（２０人/回）

事業:毎年４月上旬に激励大会・新入社員研修会の実施
開催場所:近江八幡商工会議所　大ホール（状況に応じて滋賀
中央信用金庫本店５Ｆホール）
対象者:市内事業所の新規就職者、および前年度中途入社され
た方
共催:（公財）日本電信電話ユーザ協会 滋賀支部

４月５・６日に激励大会・新入社員研修会を実施。研修内容
はグループワークを中心とし、マナー講習では名刺交換やお茶出
しなどを実際に行った。昼食会は実施なし。

予定通り進んでいる
４月4・５日に激励大会・新入社員研修会を参加人
数を３０名と上限して実施予定。

参加者数
市内外５社14名

１ー①－２ 商工振興課
高年齢者就業機会確保事
業

高齢者の勤労促進や生きがいの充
実を図り、地域社会の活性化に貢
献する。

令和３年度 ～ 令和６年度

シルバー人材センター
による新規事業の実

施
（１件）

・シルバー人材センターへ補助金の交付を行う。
・適宜事務局と協議を行い、事業の進捗確認を行いつつ、事業の
見直しや新規事業の実施を行う。

シルバー人材センターに対して補助金を交付するとともに、事務
局と随時連絡・協議等を行い、事業運営の状況確認や課題の
共有を行った。
また、組織概要等について、市広報紙を通じた周知協力を行
い、事業の円滑な推進を支援した。

予定通り進んでいる
シルバー人材センター事務局と協議を行い、必要な事
業について検討する。

１ー①－３ 商工振興課
中小企業勤労者総合福祉
推進事業

近江八幡地域勤労者福祉サービス
センターが行う事業により、中小企業
の福利厚生充実を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
サービスセンターによる

新規事業の実現
（１件）

・サービスセンターへ補助金の交付を行う。
・適宜事務局と協議を行い、事業の進捗確認を行いつつ、事業の
見直しや新規事業の実施を行う。

サービスセンターに対し補助金を交付。サービスセンター事務局や
竜王町担当者と、新規事業の実施および次年度当初の事務所
移転に向けた協議を行った。また、市内事業所に対するアンケー
ト調査も実施した。

予定通り進んでいる
引き続きサービスセンター事務局や竜王町担当者と協
議を行い、事業の着実な推進に向けて支援を行う。

１ー②－１
近江八幡

商工会議所
湖東地域 就職フェア

事業所の採用活動の場を広げるた
め。また、新規学卒及び既卒3年以
内の若者の就労を支援するため。

令和３年度 ～ 令和６年度
事業所と求職者のマッ

チング数
（５社）

大学院・大学・短大・専修学校等卒業予定者及び卒業後概ね３
年以内の方を対象に合同就職説明会（もしくは面接会）を実
施。当所及びハローワーク東近江、東近江地域雇用対策協議会、
八日市商工会議所、東近江市商工会、安土町商工会、日野町
商工会、竜王町商工会による共同開催をする。

8/2 合同就職面接会
求職者の参加人数は、新卒５名、既卒２名、一般１７名の
計２４名。参加事業者は４０社。
依然として参加事業者のほうが多い結果となっている。

予定通り進んでいる
実施する内容は一緒であるが、対象者を新卒、第二新
卒ではなく、転職者にむける。

１ー②－２ 商工振興課
巡回職業相談・就職情報相
談

就職困難者に対して就労に関する
総合的な相談事業を実施することに
より、就職困難者の安定就労を目
指す。

令和３年度 ～ 令和６年度
相談会への参加数

（１４０件）
毎月2回、八幡子どもセンター及び八幡東子どもセンターにて就職や
雇用に関する相談業務を行う。

事業周知のため、広報への掲載や自治会回覧、ZTVでの放送
などを行った。

予定通り進んでいる
引き続き事業周知を行うとともに、ハローワークと連携し
就労に関する相談を実施する。

37件

１ー②－３ 商工振興課 キャリアカウンセリング

ニート・フリーターなどの定職に就かな
い若年者や、仕事上の悩みを抱える
勤労者への就労・キャリア形成の支
援を行う。

令和３年度 ～ 令和６年度
カウンセリング相談数

（６０件）
毎月１回、キャリアカウンセラーによる就職や職場環境、キャリア形
成に関する個別カウンセリングを行う。

事業周知のため、広報への掲載、自治会回覧、ZTVでの放送
などを行った。また、各支援機関等へチラシの設置を依頼し、周
知に努めた。

予定通り進んでいる
引き続き、キャリアコンサルタントと連携し、就労に関する
相談を実施する。また、周知方法についても検討してい
く。

15件

③テレワーク希望者の移住の受
け入れ

・空き家や空き店舗の活用等により、テレワークを
希望する移住者の受け入れを推進する。
・ICTなどのオフィス系事業所等の誘致を推進す
る。

○ １ー③－１ 商工振興課
近江八幡市空き家情報バン
ク事業

空き家・空き店舗（以下、空き家
等）活用等によるテレワークを希望
する移住者の受け入れを推進する
為に、空き家等所有者への意識改
革を行い活用できる物件を拾いおこ
し、登録・成約件数増加を目的とす
る。

令和３年度 ～ 令和６年度
「近江八幡市空き家
情報バンク」物件成約

件数10件

事業:啓発セミナー（相続・片付け・登記など）、個別相談会
（月１度程度）、物件見学会開催
対象:市内にある空き家等所有者、利活用希望者
※バンク制度では取り扱えない店舗にも携われるように検討する。

通常通りの相談・マッチング業務に加え、HP掲載中の物件写真
等の更新を行った。

予定より遅れている
通常通りの相談・マッチング業務と同時に、商工会議所
および商工会と連携を取りながら、空き家利活用促進
に繋がる施策の検討を行う。

0件

１ー④－１
近江八幡

商工会議所

近江八幡商工会議所会報
誌を通した働き方改革に関す
る啓発事業

近江八幡商工会議所会報誌の特
集記事を通して働き方改革に関す
る啓発活動を行うとともに、当所で
開催する相談会をご利用いただくこと
で、働き方改革に関するお悩みを解
決し、地域の事業所の雇用管理の
推進および雇用促進に寄与する。

令和３年度 ～ 令和６年度

近江八幡商工会議
所会報誌への特集記
事掲載件数および相

談会相談件数
（２５件）

”滋賀働き方改革推進支援センター”と連携し、働き方改革に関す
る特集記事を当所会報誌に毎号掲載。働き方改革に関する啓発
や、当所で開催される相談会への参加勧奨を行う。

令和6年度の会報では働き方改革に限ったコラム等は掲載でき
なかったが、商工会議所の事業として労働力の安定確保を目的
とした求人広告「はっちージョブ」を制作したため、会報・メールマガ
ジンで周知した。

予定通り進んでいる

会報では、状況に応じて働き方改革に関する情報やコ
ラムを随時掲載する。また、今後も働き方改革に関する
補助金等各種支援制度が実施されると見込まれるの
で、都度、会報・メールマガジン・ホームページなどで周
知を行う。

１件

１ー④－２
近江八幡

商工会議所
メンタルヘルス対策 労働者の就業維持による人材確保 令和３年度 ～ 令和４年度

メンタルヘルス不調を
起こさないための職場

環境づくり
（１５事業所/年）

メンタルへルスの啓発、助成金を活用しメンタルヘルス対策への取り
組みを支援

１ー④－３
近江八幡

商工会議所
労働保険事務の代行・相
談・加入勧奨

労働保険未適事業所の削減・労働
者の雇用継続

令和３年度 ～ 令和６年度

労働者の雇用の安
定、継続。労働環境

の向上。
（２８３事業所/

年）

労働保険の事務を代行し、代表者の事務を軽減、従業員の雇用
の安定をはかる。
未適用事業所については労働保険の加入の勧奨をし、労働者の
労働条件を向上させる。

労働保険取得喪失事務代行。労働保険料の年度更新事務に
ついて滞りなくおこなった。労働保険未加入事業者については適
用勧奨。開業者において労働保険加入義務について説明をおこ
なった。特別加入制度についても周知した。

予定通り進んでいる
今年度同様に事務手続きの代行および労働保険につ
いての啓発をすすめる。

298事業数

１ー④－４ 商工振興課
小規模企業退職金共済補
助事業

小規模事業所の中小企業退職金
共済制度、特定退職金共済制度
への加入促進や助成を行い、勤労
者の労働福祉の安定を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
共済掛金補助金交

付決定額
（３００千円/年）

中小企業退職金共済または特定退職金共済に加入している市内
事業所に対して掛金の一部を補助する。

申請のあった全26事業者に対して補助金を交付した。 予定通り進んでいる
補助の対象になり得る事業所の一部に対して案内を送
付しているが、次年度以降は送付対象を広げるなどの
検討をしていく。

249千円

②求職者の就労支援

・ハローワーク等の関係団体と連携し、企業と求職
者へ的確な情報を提供することで、企業の「求める
人材」と求職者の「なりたい職種」の人材マッチング
を支援する。
・求職者に対し、支援団体等やハローワークと連携
し、市内事業者への就職を促進するため市内企
業の魅力発信や、就職に役立つ技能取得の支援
や情報の提供、及びさまざまな人材が活躍できる
環境づくりの啓発を行う。
・多様な人材の学び直しの機会を提供するため、
支援団体等が実施するセミナー等を周知及び啓
発を行う。

○

期　　間

事業計画 事業実績

④雇用管理の推進

・働きやすい職場環境づくりを推進するため、適切
な情報を発信するとともに、事業主を対象とした
ワークライフバランスなど働き方改革の実践に関す
る講座を開催する。
・外国人労働者の適正な雇用促進や障がい者雇
用の促進など、適切な雇用促進に向けた情報発
信や優遇制度の検討を行う。
・健康経営導入に向けた事業者への情報発信を
行う。

施策 事　　業 具体的な内容
 行動指針（重点事業）

番号
担当課
団体名

具体的事業の名称 目　　的 成果状況目　　標 事業の概要 取組内容 進捗状況 次年度方針

施
策
１
　
幅
広
い
人
材
が
活
躍
で
き
る
多
様
な
雇
用
環
境
を
創
出
す
る

①雇用の維持及び促進の支援
・新型コロナウイルス感染症拡大など外的要因によ
り影響を受けた事業者に対する、雇用の維持及び
促進に係る支援を行う。

○
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事業計画 事業実績

施策 事　　業 具体的な内容
 行動指針（重点事業）

番号
担当課
団体名

具体的事業の名称 目　　的 成果状況目　　標 事業の概要 取組内容 進捗状況 次年度方針

⑤高校・大学及び企業の連携の
推進

・高校や大学及び支援団体や企業等と連携し、
学生社会体験を通じて、学生のアイデア等を企業
へ提供するような新たな取組、人材不足の解消や
新商品の開発などに向けた取組を推進する。

１ー⑤－１ 商工振興課
企業と高等学校等進路担当
教諭との情報交換会事業

東近江圏域内に所在を有する企業
が公正な採用選考に基づく人材を
確保し、高等学校等卒業者が安定
した就労機会の創出を目的をとす
る。

令和３年度 ～ 令和６年度
情報交換会参加者
（１１０社・校）

・企業・学校ともに担当者同士の名刺交換会をホテルニューオウミに
て開催。
・令和２年度から令和４年度は新型コロナ感染症拡大防止の観
点から書面での開催に変更。
・情報交換会の効果検証、次年度開催事業へのブラッシュアップ

・対面形式で開催。企業・学校情報を集約した冊子を作成し､
それぞれに配布｡
・当日参加できなかった事業所については､当日の資料を後日郵
送した｡
・労働対策連絡会にて事業成果の検証を実施。

予定以上に進んでいる

今回の内容をふまえ、次年度の開催時においてもス
ムーズに進められるよう、開催時間やレイアウトの検討・
参加者の制限など、労働対策連絡会にて協議を行って
いく。

99校/社

１ー⑥－１
近江八幡

商工会議所
検定業務
（日商検定・東商検定）

子どもや学生のみならず社会人の一
般常識・基礎力として実務で役に立
つ検定試験をコロナ禍においても継
続して施行することで、事業所の従
業員教育にも、受験者の多様なキャ
リア形成にも資することを目的とす
る。

令和３年度 ～ 令和６年度

検定受験者数の増
加

（１０％アップ※対
前年比）

特に簿記検定は2級が「企業が応募者に求める資格ランキングトップ
10」で第1位、「今後取得したい資格ランキング」で第6位に入るな
ど、企業、受験者、双方の皆様から極めて高い評価を得ている。
２、３級については今年度から本格稼働するネット試験も活用し学
習者に幅広く受験機会を提供する。

簿記検定・珠算検定の統一試験の施行（各３回/年）定員
なし
ネット試験の周知・施行

予定通り進んでいる

R6年度はR5年度と比較し統一試験は減少傾向、ネッ
ト試験の受験者数は横ばい傾向にある。R6年度は主
な検定受験料の引上げがあったため、予想通り全体と
して受験者は減少した。当所会員向けの無料eラーニン
グ講座が受験予定者が対象に変更になったことから、定
期的に周知を行い受験者増につなげる。

統一試験　493名
ネット試験　184名

１ー⑥－２ 学校教育課
中学生チャレンジウィーク（職
場体験）

中学2年生が働く大人の姿にふれ、
将来の自分の生き方について考える
機会をつくり、自分の進路を選択で
きる力や将来社会人として自立でき
る力を育てる。

令和３年度 ～ 令和６年度

中学生チャレンジ
ウィークにおける体験
活動の日数（年間3

日）

職場体験だけに限らず、児童生徒が自分の生き方について考える
「キャリア教育」のあり方について、職場体験を受け入る事業所や、
職場体験を計画・実施する教員と意見交流する。

市内の中学校が職場体験の受け入れ先を開拓し、４校とも３
～５日体験活動を行うことができた。また、マナー講座や職業講
話を実施し、働く大人と出会い、自分の生き方を考える機会とし
た。

予定通り進んでいる
市内の中学校と教育委員会が情報を共有しながら職
場体験の受け入れ先を開拓し、各校３日以上の体験
活動を目指す。

３～５日/年

①八幡商人の理念及び本市に
ゆかりのある産業に関する啓発

・八幡商人の経営理念及び本市にゆかりのある産
業の周知に必要な教育媒体の作成を行う。
・八幡商人の経営理念を継承できるよう、市民や
市内事業者における理解を深めるための情報発
信を行う。
・八幡商人の理念継承を市民や事業者へ研修を
目的とした「(仮称)三方よしセミナー」を開催する。

○ ２－①－１
観光物産

協会
近江（八幡）商人の理念
啓発

八幡商人の家訓や理念などの普及
を通じて、三方よしの精神に基づく、
観光地づくりに繋げる。

令和３年度 ～ 令和６年度
近江商人精神の普

及と理解の促進

・近江商人ゆかりのまち連絡会（日野、東近江、近江八幡の３市
町の観光協会により構成）を通じて、HPやFB、印刷物、観光物
産展やセミナー等を通じた取組みの展開。https://omi-
syonin.com/

①近江商人ゆかりの町連絡会による取組み
・豊郷町観光協会の参画/冊子「解体新書」の改訂版発行
・松阪市にて、近江商人（パネル展・講演会）の実施。
・豊郷町にて、松阪商人（パネル展・講演会）の実施
②近江商人邸宅の公開
・文化財団との連携による本宅公開＆ミニセミナー(計20回）
・西川庄六邸の試験公開（計３回）実施
③内の老舗企業等の経営理念等の掘起し等
・西川庄六邸の視察・見学・聞き取り　等の実施

予定以上に進んでいる

①近江商人ゆかりの町連絡会による取組み
・松阪や大阪との連携、HP等の充実
②近江商人邸宅の公開と充実
・西川甚五郎邸の継続公開、西川庄六邸の定期的な
公開へ向けての調整
③その他
・近江商人セミナー（視察や学び）誘致や受入れ

―

②現代の八幡商人の発掘と普
及・啓発

・八幡商人の経営理念に通じる地域の魅力的な
経営者や企業の取組を取材する中で発掘し、情
報発信を行うためのコンテンツを制作と定期的な情
報発信を行う。
・八幡商人の経営理念の普及啓発を通じて、事
業の担い手や起業家を育成するとともに新しい産
業・観光資源をつくる。

③空き家を活用した研修・就業
環境整備の検討

・「(仮称)三方よしセミナー」や企業研修の場として
活用できるよう、空き家を活用して研修環境の整
備に係る検討を行う。

①サプライチェーン構築の支援

・市内における企業間取引の拡大による地域内経
済循環の促進を目的として、市内や県内の事業
者間でサプライチェーンの構築を検討する事業者に
対する情報提供や支援を行う。
・新型コロナウイルスの影響によるサプライチェーンの
毀損への対応として、顧客への製品共有を継続す
るために必要な設備投資や製品開発の支援を検
討する。

○ ○

３－②－１
近江八幡

商工会議所

空き店舗・空き家に関する物
件個別相談会・物件見学
会・新規出店支援セミナー

近江八幡商工会議所不動産部会
と連携した空き店舗・空き家に関す
る相談会や見学会の開催に加え、
新規出店支援セミナーも併せて開
催することで、空き店舗・空き家の利
活用や新規出店者の増加を促し、
地域経済の活性化に寄与する。

令和３年度 ～ 令和６年度

物件個別相談会・物
件見学会・新規出店
支援セミナーの活用

件数
（２０件）

今年度も物件所有者・活用希望者を対象とした個別相談会を当
所不動産部会と連携して実施する。空き店舗の物件見学会や、新
規出店支援セミナーも開催し、物件の活用を促進する。

昨年度は、平日1日、土曜1日の実施であったが平日募集が少
ない為、本年度は令和6年10月12日（土）・12月14日
（土）の２日間いずれも土曜日に空き店舗・空き家に関する物
件個別相談会を実施した。９名の方にお問合せをいただき、内
２名の方が相談会を利用された。また、今年度も引き続き創業
希望の方など物件に関するご相談を日々いただいており、随時対
応している。

予定通り進んでいる

個別相談会について、実際にマッチングに繋がるまでは
非常に時間がかかり件数自体は少ないが、個別相談に
限らず物件の問い合わせ自体は多くいただいており、空
き店舗・空き家利用の需要は増えていく事が予測され
る。現状では需要に対して供給出来る物件が少ないた
め、多くの市民の方に周知していくよう引き続き令和7年
度も個別物件相談会を開催する。また、個別物件相
談会のみならず日々の相談をスピーディーに対応するた
め、現在FAXでやり取りをしている不動産部会員全員
へ連絡をメールに変更し、案件確認を素早く行うことに
より今まで以上に物件を活用した近江八幡市の地域
経済の活性化、また空き店舗・空き家の有効活用に対
して取り組んでいく。

問合せ:９件

３－②－２
安土町
商工会

空き家・空き店舗対策、空き
家委員会運営

空き家・空き店舗に新たな事業者を
誘致し、地域活性化や賑わい創出
につなげる。

令和３年度 ～ 令和６年度
空き店舗の活用数

（１者）
空き家委員会（商工会内部の委員会）が中心になり空き家・空
き店舗を把握し、その活用を検討・実行する。

空き家委員会の機能を「地域活性化委員会」が引き継ぐ
以前からの開店支援（飲食店）を継続

予定より遅れている
近江八幡市、商工会議所、商工会で連携して空き家
活用の取組を進めていきたい。

空家活用:なし
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②空き家・空き店舗の活用及び
新規出店への支援

・空き町家等を活用して集客に役立つ施設及び
店舗を開設する事業者または起業者を支援する。
・新しい生活様式に対応した働き方を支援するた
め、インキュベーション施設やコワーキングスペースの
設置を検討する。

○ ○

⑥キャリア教育の推進

・市内中学生対象に、市内の仕事を知り、社会
的・職業的に自立した大人となるよう、⾧期的な
視点に立ち、地域全体で子どもの成⾧や市への愛
着の醸成をバックアップする取組を推進する。
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令和６年度 近江八幡市商工業振興ビジョン　事業一覧

育む 創る 稼ぐ
期　　間

事業計画 事業実績

施策 事　　業 具体的な内容
 行動指針（重点事業）

番号
担当課
団体名

具体的事業の名称 目　　的 成果状況目　　標 事業の概要 取組内容 進捗状況 次年度方針

３－③－１
近江八幡

商工会議所

第2弾　クラウドファンディング
「近江八幡三方よし商品券」
プロジェクト

クラウドファンディングを利用して市内
登録店で使える商品券を販売する。
商品券には20％のプレミアムを付与
することで、市内での消費を促進す
る。

令和３年度 ～ 令和４年度
支援金額

（15,000,00円）

事業:クラウドファンディングサイト（CAMPFIRE）での商品券の販
売
開催場所:利用:市内店舗　換金:近江八幡商工会議所
対象者:登録:市内に本店機能を有する事業者　利用:近江
八幡市民をはじめとする、近江八幡を応援したい全ての方

３－③－２
安土町
商工会

「出前商店街」の実施
お客様のもとへ店の方から出向き、
地域の商店での買い物を促進する。

令和３年度 ～ 令和６年度
開催回数
（５回）

いくつかの店舗がグループを組み、コミセン等に出向いて販売する「出
前委員会」を実施する。「近江八幡市じもと応援クーポン」や「三方
よし商品券プロジェクト」の利用店として積極的に登録し、市民の消
費行動を掴んでいく仕組みを作る。

出前委員会の機能を「地域活性化委員会」が引き継ぐ
会員店の販売促進に努める

予定通り進んでいる 引き続き会員店の販売促進に努める 出店:２回

３－③－３ 商工振興課 市民マルシェ事業

新型コロナウイルス感染症により影
響を受けている市内の飲食（移動
販売）業者やマルシェ等への出店
機会が少なくなった小売業者に、市
所有の施設を提供し営業機会を創
出する。

令和３年度 ～ 令和４年度
マルシェ出店数

（６０店舗/年）

事業:毎月１度のマルシェ開催
開催場所:市所有施設（本庁駐車場、安土町総合支所など）
対象者:市・県内で営業許可のある飲食業者（移動販売も含
む）
※コロナの状況により、飲食業に限らず定期的な開催を行うことも検
討する。

３－④－１
近江八幡

商工会議所
切手売捌き所の設置

会員事業所、市役所から案内され
た来訪者、郵便局に行けない高齢
者への郵便切手・ハガキ・収入印
紙・レターパックの販売

令和３年度 ～ 令和６年度
年間の切手類販売
手数料　前年度より

5％UP

事業:切手類の窓口での販売
場所:商工会議所の窓口
対象者:会員事業所、市役所からの来訪者、郵便局に行けない
高齢者

会員事業所等への郵便切手、ハガキ、収入印紙、レターパックの
販売

予定より遅れている

前年度に引き続き、会員事業所、市役所から案内され
た方への購入を支援しているが、前年度より購入者が
少なく手数料も減少している。デジタル化・切手代の値
上げにより郵送すること自体が減ってきているためだと思
われる。次年度以降も切手販売していることの周知をよ
り強化し、手数料増加につなげる。

手数料:70,642円

３－④－２ ⾧寿福祉課
近江八幡市ささえあい商助
推進事業

近江商人の三方よし「売り手よし」
「買い手よし」「世間よし」の精神に則
り、企業や事業者が地域への貢献に
努力し、商いが地域を助け、地域が
商いを助けるしくみを、高齢者の生
活の支援体制の整備に活かしていく
しくみづくりを進める。

令和３年度 ～ 令和６年度
高齢者が住み慣れた
地域で暮らし続けられ
る体制が整備される

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、地域全体で高
齢者を支え見守る意識の醸成が必要になってくる。「自助」「共助」
のほかに「商助」を地域に浸透させることで、高齢者の生活を支援す
る体制が整備され、⾧く住み慣れた地域で暮らし続ける結果につな
がる。

引き続き近江八幡市ささえあい商助推進事業者の取組を広く周
知するとともに、地域の高齢者が抱える課題やニーズの情報共有
を行う機会の提供など、商助推進事業者と地域の様々な関係
機関等が連携協力した活動の展開を進めていきます。

予定通り進んでいる

引き続き近江八幡市ささえあい商助推進事業者の取
組を広く周知するとともに、地域の高齢者が抱える課題
やニーズの情報共有を行う機会の提供など、商助推進
事業者と地域の様々な関係機関等が連携協力した活
動の展開を進めていきます。

３－⑤－１
近江八幡

商工会議所

税務指導（記帳指導、源泉
徴収事務指導、確定申告指
導）

事業者が経営状況を正確に把握で
きるよう、記帳や確定申告などの方
法について指導を行う。また、決算
書等を分析することにより経営改善・
販路開拓を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
指導者数

（延べ300者/年）

「記帳指導」年間を通じて指導を行う。開業から間もない事業者等
には税理士による指導も実施する。
「源泉徴収事務指導」７月と１月に税理士を招いて相談会を開催
する。
「確定申告指導」２月～３月に税理士を招いて相談会を開催す
る。

記帳指導:提携税理士による指導を実施。
源泉・確定申告指導:税理士を招き年間27回の相談会を開
催。
その他、当所職員が上記指導を行う。

予定通り進んでいる

当所が実施する確定申告相談会では、参加者の約6
割が電子送信による申告を行っている。次年度は原則
として電子送信による運用を行い、参加者の9割以上
が電子申告を実施できる体制を構築する。
記帳指導・源泉徴収事務・確定申告といった年間を通
じた支援の中で、税制改正への対応や日々の経営課
題に寄り添った指導を行い、継続的な情報提供と伴走
型支援を推進する。

指導件数332者

３－⑤－２
近江八幡

商工会議所
市内商店街支援事業

近江八幡商店街連盟事務局とし
て、商店街連盟が実施する街路灯
電気代補助、中元・年末売出し事
業他イベント等への活動支援を行
う。

令和３年度 ～ 令和６年度
市内商店街
（１７件）

市内各商店街において例年実施している中元・年末売出し（北里
新年抽選会等）や夏祭り（共栄会　夏祭り等）及び連盟事業
（年末売出しお客様招待会、街路灯電気代補助等）への活動
支援を事務委託を受けて行う。

市内商店街街路灯電気代補助・商店街マルシェ開催（令和
６年10月20日）・各商店街イベント（あきんどまつり、サンロー
ドマルシェ他）への活動支援

予定以上に進んでいる

近江八幡市内の商店街は、売上減少・高齢化などに
より、商店街で廃業する店舗が増えており、さらに現在
の物価高騰、また今後の最低賃金引上げ等、商店街
の取り巻く環境は年々厳しい状況が続いている。次年
度も新規大型スーパー、ドラッグストアの出店予定が続
いており、地域商店の売上減少に拍車がかかっている
状況。その課題のクリアするため商店街マルシェを令和
７年度も開催し、近江八幡市民への商店街の認知、
興味を増やす活動を継続する。本イベントについては
年々来場者が増えており、特に近江八幡市の家計応
援商品券配布事業「家計にプラス たすカルチケット」を
有効に活用し、次年度以降も引き続き各商店街への
支援を継続し、地域商店の振興に寄与していく。

商店街数:17

３－⑤－３
安土町
商工会

税務指導（記帳継続指導、
源泉徴収事務指導、確定申
告指導）

事業者が経営状況を正確に把握で
きるよう、記帳や確定申告などの方
法について指導を行う。また、決算
書等を分析することにより経営改善・
販路開拓を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
指導者数

（６５者/年）

「記帳継続指導」年間を通じて指導を行う。
「源泉徴収事務指導」７月に中間納付指導・1月に年末調整指
導を実施する。
「確定申告指導」２月～３月に税理士を招いて相談会を開催す
る。

「記帳継続指導」年間を通じて指導を行う。「源泉徴収事務指
導」７月に中間納付指導・1月に年末調整指導を実施する。
「確定申告指導」２～３月に実施。

予定通り進んでいる 左記の通り、例年通りの取組を継続する。 指導者数83者

３－⑤－４ 商工振興課
商店街・地域商業活性化補
助金交付事業

市内の商店街の活性化を図り、地
域の活性化に資することを目的に、
近江八幡商店街連盟に対して、予
算の範囲内で補助金を交付する。

令和３年度 ～ 令和６年度
円滑な小売店舗への

支援の実施

近江八幡商店街連盟が実施する、顧客集客対策事業、商業振
興対策事業に対し補助金を交付する。
事業費の２分の１以内、上限額100万円。

商店街連盟に対して、1,000千円の補助金を交付。市内商店
街の活性化による地域の活性化に寄与する取組を支援した
(R6.10に中間ヒアリングを実施)。

予定通り進んでいる
予定通り交付を進めることとするが、補助金の使用使
途については引き続き現在の商店街の現状と課題を踏
まえた取組を実施してもらうよう依頼する。

⑥大学等と連携した店舗づくりの
推進

・学生の活動の場としての店舗など、学生からアイ
デアを募集し、大学等と連携した店舗づくりの推進
を支援する。
・経営改善やまちづくりの視点から取り組む、先導
的な事業を実施する市内商業団体、大学、NPO
等との連合組織を対象に、必要な情報発信及び
支援を検討する。

３－⑥－１ 商工振興課 地域経済循環創造事業
地域資源を生かした先進的で持続
可能な事業化の取組を推進し、地
域での経済循環を創造する。

令和３年度 ～ 令和６年度
補助金交付決定

（１件／期間中）

産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収
力の大きい地域密着型事業の立ち上げを行う事業者に対して補助
金を交付し、以降年に1度フォローアップ調査を行う。

本事業に関する相談・問い合わせには随時対応を行ったが、今
年度に補助金を交付した事業所はなかった。

予定より遅れている
本事業に関する相談に限らず、別件での事業者からの
相談時にも本事業の採択に該当する可能性がある場
合は引き続き案内を行う。

⑤商店の経営安定経営基盤の
強化支援

・支援団体と連携し、経営指導の充実を図るとと
もに、小規模事業者に寄り添った伴走型支援な
ど、経営の安定化に向けた支援を行う。
・商店街等の商業団体が行うにぎわいを創出し、
集客により商店や町を活性化する事業や、商店の
調査、研修事業について支援する。
・運転資金、設備資金など小規模事業者の事業
経営に必要な資金について、金融機関を通じた低
利融資の実施を検討する。

③市内での購買の推進

・地域での消費活動を促すため、地元での購買を
啓発する。
・地元商店街での消費を支援するため、地域通貨
の導入や市内限定商品券の販売などを検討す
る。
・施設間で連携した情報発信、現場での案内看
板等の誘導など、市内観光地へ来訪する観光客
に対し、町なかの商店への誘導を促進する。

④高齢者・買い物弱者への支援

・買物に困難を抱える高齢者に対し、有償ボラン
ティアによる市内の協力店の商品配達や、地域で
孤立する高齢者の見守りを行う。
・交通弱者や高齢者向けのサービスを検討する事
業者に対して、支援を検討する。
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令和６年度 近江八幡市商工業振興ビジョン　事業一覧

育む 創る 稼ぐ
期　　間

事業計画 事業実績

施策 事　　業 具体的な内容
 行動指針（重点事業）

番号
担当課
団体名

具体的事業の名称 目　　的 成果状況目　　標 事業の概要 取組内容 進捗状況 次年度方針

①コミュニティの強化

・買い物の場だけでなく、「地域コミュニティ」の担い
手として重要な役割を有している商店街や商店等
に対し、子育てや介護など地域課題に取り組む活
動への支援を行う。

４－②－１
安土町
商工会

チャレンジショップ「あんど．ら
ぼ」（安土楽市楽座館）運
営

従来から実施しているチャレンジショッ
プ「あんど．らぼ」を拡充し、顧客獲
得や販路拡大を図るとともに、地元
住民と観光客との交流を図る。

令和３年度 ～ 令和５年度
チャレンジショップ開催

回数
（１５回）

チャレンジショップ（安土楽市楽座館）の出店者を増やしたりワーク
ショップを増やしたりして拡充する。また、地元の方も観光客も集まる
なので、交流を深める場所として運営する。

令和６年度事業終了済

４－②－２
安土未来
づくり課

安土未来づくり推進事業

安土地域の魅力や資源を生かした
交流・体験事業を一元化し、持続
的に運営できる仕組（プラットフォー
ム）を構築することで、地域主体の
まちづくりを推進する。

令和３年度 ～ 令和５年度
プラットフォームの構築

（１件）

・安土地域の魅力や資源を生かした交流・体験事業を一元化す
る。
・情報発信や社会実験を行い、交流・体験事業を実装化する。
・上記事業を取り纏めるコーディネーターを育成し、持続的に運営で
きる仕組を構築する。
・地域活動に関心のある企業と連携、協働し、事業を促進する。

４－②－３ 観光政策課
観光振興（観光資源開
発）事業

まつり・イベント等の継承・充実及び
周知を図ることで、観光誘客を促進
する。

令和３年度 ～ 令和６年度
観光入込客数

（4,591千人）

・まつり・イベントを主催し誘客に取り組む団体に対し補助を行う
（対象:一般社団法人近江八幡観光物産協会、あづち信⾧まつ
り協議会、左義⾧まつり保存会ほか）
・近江八幡の火祭り推進委員会の設置・運営

イベント開催に取り組む各種団体を補助し、誘客促進に取り組
んだ。（対象:一般社団法人近江八幡観光物産協会、あづち
信⾧まつり協議会など）

予定以上に進んでいる
市民と来訪者との交流を促進させるために、観光イベン
ト事業への補助を継続し、観光でまちを活気づける。

4,939千人

４－②－４ 観光政策課
観光振興（誘客・受入環境
整備）事業

観光資源に関する情報発信とおも
てなし・受入環境の整備により、観
光客や地元住民の満足度を高め
る。

令和３年度 ～ 令和６年度
観光客満足度

（87％）

・情報発信や観光ガイドなど受入環境の整備取り組む団体の活動
に対し補助を行う
（対象:一般社団法人近江八幡観光物産協会、近江八幡観
光ボランティアガイド協会）

情報発信や観光ガイドの育成など受入環境整備に取り組む団
体の活動に対し補助を行った。（観光振興事業補助金、観光
ボランティアガイド協会運営補助事業）

予定通り進んでいる
各団体が行う観光誘客や情報発信、受入れ環境整
備等を継続して支援することにより、交流の促進と観光
客の満足度の向上を図る。

観光客満足度
87.5%

４－②－５ 観光政策課 観光ブランディング推進事業
観光資源のブランド化を進め、観光
客や地域住民の満足度を高める。

令和３年度 ～ 令和６年度
観光客満足度

（87％）

・ＤＭＯと連携し、観光資源のブランド化、商品化に取り組む地域
おこし協力隊の配置。
・観光まちづくりや観光地ブランディングを検討するため「観光まちづく
り検討会議」の設置及び運営。

地域おこし協力隊を中心にDMOとも協力して観光資源のブラン
ディングおよび商品化に取り組んだ。また、令和5年度末に卒業さ
れた地域おこし協力隊員の起業支援を行うと共に、観光プロモー
ション事業を実施した。

予定通り進んでいる

令和年７度に卒業される地域おこし協力隊員の起業
支援を行うと共に、新たに地域おこし協力隊を２名補
充して、DMOの強化支援と更なる観光ブランディングを
図る。また、ウェブサイトやSNSを活用し、まちの魅力を
発信し観光客の満足度向上を図る。

観光客満足度
87.5%

４－②－６ 文化観光課
誘客多角化・情報発信力強
化事業

コロナ収束後に向けた誘客プランの
研究と観光情報の発信力を強化す
る。

令和３年度 ～ 令和３年度
ｗｉｔｈコロナ対応

の誘客プラン
（３件）

・マイクロツーリズムの実証実験及び商品化に向けた磨き上げ
・市民のインターネット（SNS等）による情報発信力の強化を図る
研修会等の開催

４－②－７ 観光政策課 ふるさと観光券事業
コロナ収束後をみすえた観光商品開
発と新しい観光需要の創出

令和３年度 ～ 令和４年度

マイクロツーリズム利用
者（観光券販売

数）
（10,000人）

・マイクロツーリズム需要の創出に向けた「ふるさと再発見ガイドブック」
の制作
・ガイドブックの利用促進のための「ふるさと観光券」の販売

４－②－８ 文化振興課 重文景観保存活用事業
重要文化的景観「近江八幡の水
郷」の景観保存を行う。

令和３年度 ～ 令和６年度
文化的景観の保存

（579.8ha）

重要文化的景観地区の景観保存のために、重要な景観構成要素
である家屋の修理のために支援を行う。
支援を行う重要な景観構成要素である家屋の所有者より申し出が
あった場合に行う。

ヨシ保全活動団体によるヨシ地保全活動を継続して実施し、重
要文化的景観保存活用検討委員会を開催した。

予定通り進んでいる

重要構成要素への補助事業を実施する。
ヨシ地保全活動団体によるヨシ地保全活動を継続して
実施する。
重要文化的景観保存活用検討委員会を開催する。

４－②－９ 文化振興課 伝統的建造物群保存事業
伝統的建造物の整備・活用に必要
な修理・修景にかかる改修費用につ
いて、施主の軽減を目的としている。

令和３年度 ～ 令和６年度
修理修景による町な
みの環境整備による

景観保全

修理が必要な伝統的建造物群保存地区内の建造物を伝建アドバ
イザーと相談のもとで、必要に応じて補助金の交付をする。

近江八幡市伝統的建造物群保存地区で４件の修理補助金を
交付する。
伝建アドバイザーの意見を踏まえ、地区内の景観を維持していく
よう修理・修景内容の精査をした。

予定通り進んでいる
引き続き修理が必要な伝統的建造物群保存地区内
の建造物を、必要に応じて修理修景アドバイザーに相
談を行い、補助金の交付を行う。

４－②－10 商工振興課 体験型事業創出事業

本市に受け継がれてきた地域資源
の体験型物販（コト消費）を促進
することで、観光客に対する新たな
販売チャネルの確立を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
体験型事業の創出

（3０件）

・地域資源を活用した体験型事業を新たに始める事業者に対する
補助事業。（革製品製造、ヨシ小物制作、地場産ハンバーガー、
東川メロン栽培　等）
・体験型店舗の設備、資材、広告宣伝費、消耗品費等が補助対
象。

補助金の要綱等を作成し、受付を行った。申請のあった事業に
対し、審査会を開催し、4件を採択した。また、今年度より本市
の滞在時間の拡張につながるよう早朝・夜間に体験事業を実施
する事業者向けの補助枠を新たに設けた。

予定通り進んでいる
今年度の事業実績や運営状況等を踏まえ、制度内容
の検証・改善を行いながら、引き続き事業の推進を図
る。

4件

４－③－１
観光物産

協会
観光客の誘致に関する事業
（その他事業）

市内の史跡や観光資源の紹介を通
じて、市内における滞在時間の延⾧
や満足度の向上、市民の郷土愛情
勢などにつなげることを目的とする。

令和３年度 ～ 令和６年度

既存看板の景観維
持と新たな設置の検

討
年間5本

・市内の歴史文化を理解し楽しんで貰えるため、各地に案内板の設
置を従来より取り組んでいるが、継続した取組みとすることで、満足
度ならびに質の高い事業を展開する。

①野田屋⾧兵衛（市内北元町）看板の更新
②既存看板の現況確認

予定通り進んでいる
日焼け等による汚損、柱の劣化等があるものについて
適宜、補修や改修の実施をした。

４－③－２
安土町
商工会

安土城跡ガイダンス施設「城
なび館」の運営

城なび館から 町なかへ観光客に周
遊してもらい、飲食や購買を促進す
る。

令和３年度 ～ 令和５年度
マップ「ぶらりまち歩き」

配布数
（5000枚）

マップ「ぶらりまち歩き」の継続配布や「古地図アプリ」のダウンロード促
進により、安土城跡を訪れた方々が 町なかを周遊し滞在する中で
地元の店舗を利用してもらう。

指定管理制度から業務委託に変わるが、引き続き施設の充実
に努める。
企画展を実施する。

予定通り進んでいる 業務委託にて引き続き施設の充実に努める。

４－③－３ 観光政策課
観光振興（市内周遊促
進）事業

観光消費額の拡大のため、観光客
の滞在時間を延⾧させる。

令和３年度 ～ 令和６年度
市内宿泊者数
（144千人）

観光アプリ「たびなび近江八幡」及び「ストリートミュージアム（ＶＲ
安土城）」の保守管理

ストリートミュージアムアプリ（VR安土城）の継続及び、VR安土
城シアターの上映機器・映像の更新を行った。また、観光周遊
ルートを活用しサイクルツーリズムを実施した。

予定以上に進んでいる

ストリートミュージアムアプリ（VR安土城）の継続及び
VR安土城シアターの体験コンテンツの新設、城郭資料
館のリニューアル等をおこない滞在時間向上の延⾧を図
る。また、八幡堀ライトアップエリアの拡大に取り組む。

市内宿泊者数
181千人

○

③観光地の周遊環境の整備の
検討

・案内看板の整備や必要な情報発信の検討な
ど、町全体を楽しみながら周遊できる環境の整備
を検討する。

②市民と来訪者の新しい交流の
推進

・市民が地域の資源を伝承し、観光客に伝えるこ
とができる場づくりを行う。
・観光施設等と連携し、文化や歴史を体感・体験
できる仕組みづくりを行う。
・グリーンツーリズムやウエルネスツーリズムといった、
地域との新しい交流に取り組む観光だけでなく医
療や福祉に関係する事業者や市民を支援する。
・関連計画に則り、重要文化的景観・重要伝統
的建造物群保存地区等を基本として、身近な自
然や歴史に培われた環境の維持・保全に努める。
・市民が文化や歴史、町なみなど、市民が地域資
源の魅力を再認識し、継承できる機運の醸成を
図る。

○
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令和６年度 近江八幡市商工業振興ビジョン　事業一覧

育む 創る 稼ぐ
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事業計画 事業実績
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番号
担当課
団体名

具体的事業の名称 目　　的 成果状況目　　標 事業の概要 取組内容 進捗状況 次年度方針

①事業継承の推進
・企業の競争力強化に向け、地域の金融機関、
支援団体等と連携し、経営相談や起業希望者と
のマッチングなど、事業承継の支援を行う。

５－①－１
近江八幡

商工会議所

事業承継対策セミナーの開
催および近江八幡商工会議
所会報誌を通した事業承継
に関する啓発事業

会報誌を通じ、事業承継に関する
啓発活動を行い、対象となる事業
所に事業承継に向けて準備を進め
ていただけるようにするとともに事業
承継について気軽にご相談いただ
き、円滑な事業承継が達成できるよ
う支援を行う。

令和３年度 ～ 令和６年度

近江八幡商工会議
所会報誌への事業承
継コラム掲載数・セミ

ナー開催数
（２５件）

”滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター”と連携し、当所会報誌に
て事業承継に関するコラムを毎号掲載し、啓発を行う。事業承継の
個別相談会や事業承継対策セミナーも当所で開催し、その周知を
当該会報誌で行う。

会報誌で、毎月当所で開催される事業承継支援相談会を告知
し、折込チラシを2回同封した。ホームページでも告知した。相談
会は、滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターが主導で行ってい
るが、相談後に情報を共有している。

予定通り進んでいる

令和7年度も、引き続き事業承継支援相談会を毎月
開催するため、会報誌で相談会の告知を行い、折込チ
ラシも同封する。ホームページでも相談会の日程を告知
する。また、制度改正や補助金の実施などがあれば記
事などで紹介し、メールマガジンでも周知を行う。

12件

５－②－１
近江八幡

商工会議所

経営の安定や事業承継に寄
与できる共済制度の周知・加
入促進

地域で安定して事業所運営を行っ
ていただくことを目的に、連鎖倒産を
防ぐなど、もしもの時の備えとなる”経
営セーフティ共済”・退職金代わりと
なり事業承継後の生活を安定させる
効果が期待できる”小規模企業共
済”をご利用いただくため、ＰＲおよ
び加入勧奨を行う。

令和３年度 ～ 令和６年度

近江八幡商工会議
所経由での共済新規

加入者件数
（５０件）

中小企業基盤整備機構が運営する経営セーフティ共済・小規模企
業共済について、対象となる事業所に対し周知および加入促進を
進める。当所会報誌にチラシを封入するとともに、近江八幡商工会
議所のご入会時・経営相談時・確定申告相談会ご利用時などに
適宜ヒアリングを行い、事業所の状態に応じて加入勧奨を行う。

当所会報誌の折込チラシやテレビ番組において継続的にＰＲし
たほか、各種支援制度や確定申告の相談時に案内をした。ま
た、メールマガジンを用いたＰＲも行った。

予定通り進んでいる
加入件数は平年並みとなった。基本的な加入勧奨は
続けているため、今後もＰＲを続け、より多くの方に制
度を知っていただきご利用いただけるよう取り組んでいく。

18件

５－②－２

近江八幡
商工会議所

安土町
商工会

経営分析セミナー

自社が置かれている経営環境の分
析や、経営状況を定性的、定量的
に理解し、事業計画の策定や見直
しの基本情報として、売上・販路拡
大、経営改善などの経営上の課題
解決に資することを目的とする。

令和３年度 ～ 令和６年度
開催回数
（８回）

近江八幡商工会議所、安土町商工会で連携し開催。専門家を招
聘し自社の定性分析、定量分析を行い現状を客観的に把握すると
ともに、補助金申請にも役立つ内容とする。また、次のステップである
事業計画の策定や見直しにつなげるものとする。

経営個別相談会:４月２４日（水）、５月１７日（金）、
７月１８日（金）、７月２３日（火）、９月１３日
（金）、９月１８日（水）、９月２０日（金）、９月２５
日（水）

予定以上に進んでいる

令和６年度は小規模事業者持続化補助金の実施が
無かったが、令和７年度は同補助金が複数回実施さ
れるため、申請サポートやアフターフォローも含めた支援
のためのセミナー＆個別相談会を実施する。

８回

５－②－３
近江八幡

商工会議所
資金調達支援事業

中小企業や個人事業主の資金調
達を容易にし円滑化を図ることを目
的とする。

令和３年度 ～ 令和６年度
日本政策金融公庫

融資相談会
（１２回）

商工業者に対し、さまざまな融資制度や方法の中から、相談者の
条件や希望によって最適な融資方法を案内。また、あっせんを行う。

日本政策金融公庫の月１回定例の融資相談会を開催した。う
ち9回の利用があった。経営指導員を中心に資金調達の相談対
応・支援を随時おこなった。

予定より遅れている

引き続き、定例相談会や融資相談事業の開催につい
て、事業者に対して案内・周知（チラシの配布・メール
マガジンの配信・ホームページへの掲載）を積極的にお
こなう。

９回

５－②－４

近江八幡
商工会議所

安土町
商工会

事業計画セミナー

経営分析を踏まえた課題解決に向
けた取り組みや販路開拓、新商品
開発、経営方針の見直しなど、個社
の目標達成に向けたた事業計画の
策定や見直しに資することを目的と
する。

令和３年度 ～ 令和６年度
開催回数
（８回）

近江八幡商工会議所、安土町商工会で連携し開催。専門家を招
聘し事業計画のしくみ、戦略立案、収支計画の考え方、売上数値
づくりなどの習得を目指すとともに、補助金申請にも役立つ内容とす
る。また、個社の計画策定を支援するための個別相談も実施する。

経営個別相談会:４月２４日（水）、５月１７日（金）、
７月１８日（金）、７月２３日（火）、９月１３日
（金）、９月１８日（水）、９月２０日（金）、９月２５
日（水）

予定通り進んでいる

令和６年度は小規模事業者持続化補助金の実施が
無かったが、令和７年度は同補助金が複数回実施さ
れるため、申請サポートやアフターフォローも含めた支援
のためのセミナー＆個別相談会を実施する。

8回

５－②－５
近江八幡

商工会議所
知的財産権個別無料相談
会

企業等が有する技術、アイデア、デ
ザイン、ネーミングなどの権利化を支
援。企業の優位性、信頼性や模倣
防止のための保護などに役立ててい
ただくことによって、地域の中小企業
者のさらなる発展をはかることを目的
とする。

令和３年度 ～ 令和６年度
開催回数

（１２回）

（一社）滋賀県発明協会が運営するＩＮＰＩＴ滋賀県知財総
合支援窓口と共催による専門家出張相談会。毎月１回近江八幡
商工会議所において開催。特許、実用新案、商標、意匠、茶、著
作権、権利侵害、先行技術調査等知財に関する窓口相談会を開
催。秘密厳守。予約制。

（一社）滋賀県発明協会が運営するＩＮＰＩＴ滋賀県知財
総合支援窓口と共催で専門家出張相談会を月１回開催した。
INPITの担当者を中心に相談対応・支援をおこなった。

予定より遅れている

引き続き、定例相談会や融資相談事業の開催につい
て、事業者に対して案内・周知（チラシの配布・メール
マガジンの配信・ホームページへの掲載）をおこなう。相
談会において事業所が保有する知的財産権の権利化
等の支援をおこなう。

相談件数２件

５－②－６
近江八幡

商工会議所
会員事業所従業員の福利
厚生の推進

会員事業所の従業員が利用できる
共済制度、また健康診断の機会を
提供することで、会員事業所の福利
厚生の充実を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
共済制度加入者数

（６０件/年）

事業≫生命共済・特定退職金共済・中小企業退職金共済の推
進・定期健康診断・人間ドックの開催
開催場所≫近江八幡商工会議所・（一財）滋賀保健研究セン
ター
対象者≫近江八幡商工会議所会員事業者、従業員

年度を通して、会員からの相談時に各種共済制度の紹介を行っ
た。また、年度を通して人間ドックの案内・受付を行った。定期健
康診断については10月上旬に開催した。
＜人間ドック受診者数＞33名＜健康診断受診者数＞482名

予定通り進んでいる

人間ドック・健康診断ともに受診者数が減少した。健康
診断について、新規会員を含む全会員に対し、健康診
断の重要性や受診方法について積極的に案内をする。
共済制度についても、各会員企業に従業員向け福利
厚生の一環として共済制度の活用を提案する。

共済制度加入者数
70件

５－②－７
近江八幡

商工会議所
近江八幡商工会議所
会議室等貸館業務

会員事業所、中小企業、団体への
研修・会議・催し物の場の貸出し

令和３年度 ～ 令和６年度
年間貸出数

（１２０社/年）

事業:会議室、ホールの貸出し
場所:商工会議所の2階ホール、相談室
対象者:会員事業所、中小企業、団体

会員事業所、中小企業、団体への会議室の貸出し 予定通り進んでいる
会員事業所以外でも、定期的に利用される事業者も
あり、貸出数はほぼ横ばい。
次年度も引き続き周知を強化する予定。

141社/年

５－②－８
安土町
商工会

資金調達支援事業
中小企業や個人事業主の資金調
達を容易にし円滑化を図ることを目
的とする。

令和３年度 ～ 令和６年度

日本政策金融公庫
（マル経）、県制度融

資　斡旋
（１５件）

商工業者に対し、さまざまな融資制度や方法の中から、相談者の
条件や希望によって最適な融資方法を案内。また、斡旋を行う。

日本政策金融公庫のマル経または県制度融資のあっせん。 予定通り進んでいる 引き続き事業者の金融相談に対応する。 斡旋件数:２件

５－②－９
安土町
商工会

補助金・助成金の申請支援

中小企業や個人事業主に対する多
様な施策（国・県・市・その他）を
周知し、その申請や計画の策定を支
援し経営基盤を維持・強化すること
を目的とする。

令和３年度 ～ 令和６年度
補助金・助成金の申

請支援件数
（５０件）

商工業者に対し、さまざまな支援制度の中から、相談者の条件や
希望によって最適な支援策を案内。また、申請支援を行う。

補助金・助成金の案内、相談者の申請支援。 予定通り進んでいる
引き続き補助金・助成金の案内、相談者の申請支援
を行う。

申請支援件数
:65件

５－②－10 商工振興課
商工支援団体に対する補助
金交付事業

市内の中小企業の振興を図り、地
域の活性化に資することを目的に、
地域の総合経済団体である商工会
議所・商工会に対して、予算の範囲
内で補助金を交付する。

令和３年度 ～ 令和６年度
円滑な中小企業支

援の実施

小規模事業者経営改善振興事業…安土町商工会に対し交付。
事業費の２分の１以内、上限600万円
中小企業相談所事業…近江八幡商工会議所に対し交付。事業
費の２分の１以内、上限400万円
商工豪振興基盤確立対策事業…近江八幡商工会議所に対し交
付。事業費の２分の１、上限850万円（ただし予算額は350万
円）

商工会議所へ7,500千円（うち相談所事業4,000千円・基盤
確立対策事業3,500千円）、商工会へ6,000千円の補助金
を交付し、市内中小企業の振興を図った(R6.10に中間ヒアリン
グを実施)。

予定通り進んでいる

予定通り補助金を交付する予定であるが、商工会議
所および商工会と協議しながら、中小企業者の実情に
応じた支援ができるよう補助金の使用使途を検討す
る。

５－②－11 商工振興課
地域未来投資促進法を活
用した企業立地支援事業

地域の特性を生かして、高い付加価
値を創出し、地域の事業者に対する
相当の経済的効果を及ぼす「地域
経済牽引事業」を促進することを目
的とする。

令和３年度 ～ 令和６年度
地域経済牽引事業

計画の策定
（１件）

・市内中小企業者が策定する地域経済牽引事業計画の作成を支
援する。
・滋賀県基本計画へ本市地域特性を反映する。
・市内中小企業者に対して本制度を活用した優遇支援措置の案
内を行う。

事業者からの未来法に関する問い合わせ対応 予定通り進んでいる

・未来法に係る事業者からの問い合わせがあった場合
は、随時対応を行う。
・必要に応じて農政部局や開発部局と調整を行い、適
地選定を行う。

５－②－12 商工振興課
地域経済活性化住宅リ
フォーム促進事業

市内の事業者が市内の住宅（店
舗併用住宅）の改修等を実施した
場合、その経費の一部を補助するこ
とで派生する地域経済の活性化な
らびに地域雇用の創出と確保に寄
与することを目的とする。

令和３年度 ～ 令和５年度
リフォーム工事に伴う

経済波及効果
（563,357千円）

補助内容:１０万円以上の補助対象工事経費に対し１５％補
助（上限３０万円、千円未満切捨て）
施工業者:市内に本社を有する法人、または市内の個人事業主
（下請け、孫請け含む）
対象者　:過去に同事業の補助を受けていない、市内在住の個人
又は法人

令和５年度で終了。

②中小企業の育成、支援

・中小企業の経営相談、指導などを行う支援団
体等を支援する。
・新型コロナウイルス感染症感染拡大による経営
面、資金面の影響が懸念されることから、相談窓
口を設置し、支援強化を図る。
・新型コロナウイルス感染症など、外的要因による
影響を受けた事業者に対する経済対策等の支援
を行う。
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令和６年度 近江八幡市商工業振興ビジョン　事業一覧

育む 創る 稼ぐ
期　　間

事業計画 事業実績

施策 事　　業 具体的な内容
 行動指針（重点事業）

番号
担当課
団体名

具体的事業の名称 目　　的 成果状況目　　標 事業の概要 取組内容 進捗状況 次年度方針

近江八幡
商工会議所

経営発達支援計画は５年計画で、２期目最終年度
である。令和７年度も安土町商工会と共同実施事業
として東京インターナショナルギフトショーへの出展を支援
していく。

商談成約件数34件

安土町
商工会

引き続き東京ギフトショーへ出展予定 商談成約件数22件

④社会貢献活動事業者への支
援

・事業を通じて、社会貢献活動を実践する事例を
蓄積し、情報発信を行う。
・社会貢献活動を検討する事業者を対象とした、
セミナーの開催を実施する。

６－①－１
近江八幡

商工会議所
クラウド会計・キャッシュレス決
済導入・連動推進事業

キャッシュレス決済、POSレジシステ
ム、クラウド会計ソフト等の導入・連
動を推進することで、事業者のバック
オフィスの自動化を図り、労働生産
性の向上につなげる。

令和３年度 ～ 令和６年度
クラウド会計ソフト導

入件数
（５件/年）

事業:クラウド会計ソフト、POSレジシステム、キャッシュレス決済の
導入支援
開催場所:近江八幡商工会議所　他
対象者:近江八幡商工会議所会員事業者　他

会員事業所より申告・記帳、また会計システム・売上管理・キャッ
シュレス化等の相談があった際にソフト導入・連携のメリットを説
明、導入推進・指導を行った。また、決済事業者が行っている
キャンペーンなどの情報を取得した際には、メールマガジン等を活
用し情報を発信した。キャッシュレス決済については、決済事業者
と導入事業者が直接コンタクトできるトスアップ方式を新たに採
用。職員の指導の負担を少なくしながら、ワンストップで事業者が
機器の購入やキャッシュレス決済の導入を行える環境を整えた。

予定以上に進んでいる

今年度はキャッシュレス決済において導入の件数が多
かった。コロナ以降の創業機運の高まりから、新規創業
の事業者における導入が目立った。創業時にキャッシュ
レス決済-クラウド会計を連動したシステムを構築するメ
リットは非常に大きい。引き続き指導員間でも情報・指
導メソッドを共有しながら創業者に対する支援を強めて
いく。

クラウド会計ソフト導入
件数４件

６－①－２
安土町
商工会

ＩＴ活用による事業所Ｐ
Ｒ・販売促進・業務の効率
化、ＩＴ委員会運営

ＩＴ活用により事業所の経営基盤
の強化を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
ＩＴ活用の支援数

（１０件）

事業活動に欠かせないＩＴを活用して自社のＰＲや販売促進、グ
ループウェアによる情報共有化や業務の効率化を進める支援を実施
する。ＩＴ委員会（商工会内部の委員会）が中心となり取り組
む。

会員事業者の情報を発信。
ＥＣサイトでの販売促進。
ＧＷＳ活用の推進。

予定より遅れている

会員事業所の情報をまとめ、令和７年度中に情報発
信予定。
ECサイトの活用を再検討しているが結論が出ずに前に
進んでいない。
オンライン会議でGWSは活用しているが、それ以上の推
進は出来ていない。

近江八幡
商工会議所

2200店舗/年
BCP申請２期目になることもあり、BCP策定について他
の方法で周知していく。

安土町
商工会

市内小規模事業者
（10店舗/年）

BCPセミナーを１回開催した。

６－②－２ 商工振興課
先端設備等導入計画の認
定事業

生産性向上特別措置法に基づき先
端設備等導入基本計画を作成した
市町において、中小企業者が計画
期間内に労働生産性を一定程度
向上させるための先端設備等導入
計画を作成することで様々な支援措
置を活用し持続可能な経営活動を
行える環境を整備する。

令和３年度 ～ 令和６年度
１年あたりの新規・変

更認定件数
（１５件/年）

労働生産性を向上させる設備等機材の導入を検討する中小企業
者が作成した先端設備等導入計画の審査事務。計画内容によっ
て支援施策等の案内を行う。※生産性向上特別措置法は時限立
法（～令和5年度迄）であることから年度別取組期間もその範囲
で設定を行いました。

事業者からの申請を審査のうえ、認定を行った。 予定通り進んでいる
引き続き問い合わせへの対応や、認定業務を行う。
また、制度の延⾧または終了に関する国の動向を注視
し、適宜必要な対応を行う。

14件

③経営改善に向けた支援

・経営改善に積極的に取り組んでもらえるよう、市
内企業における現状や課題、改善策を情報発信
し、課題認識の共有を図る。
・経営の効率化や働き方改革に対応するため、専
門家の指導を受けるための支援を検討する。

６－③－１ 商工振興課 企業内人権啓発活動
企業内での様々な人権問題の解決
をすることを目的としている。

令和３年度 ～ 令和６年度
事業所訪問回数
（５８２件）

2人1組で各事業所に訪問し、事業所内公正採用選考・人権啓
発推進状況調に基づき、事業所への人権啓発を行う。

事業所への訪問ができていないが、書面を通じて市内事業所約
170社の人権研修実施状況調査を行った。

予定より遅れている

対象事業所へ隔年訪問できるようになったため、訪問
対象になる事業所の抽出を行うほか、訪問方法につい
ては主担当職員以外も対応ができるようマニュアル等を
作成する。

７－①－１
近江八幡

商工会議所
創業支援事業（創業相談
会、はちまん創業塾）

地域経済活性化を図るため、独立
開業を目指す方や開業して間もない
方などを対象とした創業支援事業を
行う。個別対応の「創業相談会」、
集団対応の「はちまん創業塾」を通
じて起業支援の推進を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
相談者数・受講者数

（２０名/年）

事業:
「創業相談会」年６回（隔月の第一月曜日）の個別相談会を開
催。「はちまん創業塾」７月～８月の日曜日に全６回の連続講座
を開催。
対象者:
創業予定者や創業後間もない方、第二創業を検討中の方など。

創業相談会:隔月（偶数月）で年6回開催。
はちまん創業塾:7月～9月の日曜日、計6回にわたり開催。

予定通り進んでいる

創業個別相談会への参加人数は3名と低迷した。一
方で個別相談会の枠外での通常の創業指導の件数は
増加している。相談の敷居を下げる、そもそも会議所が
創業関連事業をしていることを知らせるなど、一定の効
果を見込んであえて創業個別相談会という枠を設定し
ているが、機能しづらくなっている。今後も枠を設定する
かどうかは検討の余地がある。
創業塾については堅調。当所定員30名に対し早期に
定員に達したため、急遽枠を広げ36名まで受け入れ
た。今後も需要が高いことが予想されるため、次年度も
枠は36名から始める。

相談者数・受講者数
39名

７－①－２
近江八幡

商工会議所
近江八幡商工会議所トライ
アルショップ

近江八幡商工会議所により、将来
新規開業を目指すものに試験的な
開業を行う場（トライアルショップ）
を提供することで、市内での開業を
促進する。

令和３年度 ～ 令和６年度
出店者

（５者）

事業:近江八幡市内でのトライアルショップの開催
開催場所:おうみはちまん生業・交流のいえ等
対象者:市内での独立開業を目指す18歳以上の個人・法人・団
体等

創業希望者や第二創業（事業転換・異業種進出）を考えて
いる者を対象に、店舗経営を経験する場を提供する。また、トラ
イアルまでの期間で中小企業診断士による講義を実施し、知識
面においても習得いただき、インプットからのアウトプットという一つ
の道筋の通った事業とする。トライアルにおいては自社商品の分
析から売上高やコスト面の把握、市場とニーズの把握、実店舗の
経営戦略について深く考え、実感する機会としてもらう。創業希
望者に自身の商品が市場に受け入れられるという成功体験をし
ていただくことで、創業へのモチベーションを加速させることを狙う。

予定通り進んでいる

本年度、事業形態を大きく変更した。出店期間を一定
の期間に絞り、事前のセミナーを行う形式に変えること
で、従来の創業者のポテンシャル依存の状況から、誰で
も1から学んで出店までできるような形を目指した。目標
5者に対し、結果は3者で十分な成果とはならなかった
が、「学べることが多かった」「自信を持ってトライアルに望
めた」などの声があった。新しい形式自体は一定の成果
を得られたと感じている。次年度は特に広報に注力し、
より多くの創業者にアプローチできるよう取組む。また、出
店条件やセミナー日時も見直すことで、より参加してもら
いやすいようにする。

出店者数3者

７－①－３ 商工振興課
創業支援等事業計画推進
事業

市内で創業を希望される方を増加さ
せることを目的に、行政と商工業者
支援団体が連携した事業展開を図
るための「創業支援等事業計画」を
作成し、創業希望者に対する支援
を実施する。

令和３年度 ～ 令和６年度

①創業者（２４人/
年）②創業支援対
象者数の増加（８

０人/年）

創業支援等事業計画の作成（～R7.3.31まで）
商工会議所及び商工会と連携し、市内で創業を希望される方への
情報発信、情報共有
創業希望者または創業して間もない方への特定創業支援を受けた
ことに対する認定書の発行

計画に基づき、創業希望者への支援を実施した。商工会議所と
商工会と意見交換を行い、創業支援等事業計画の見直しを実
施し、令和６年12月に国の認可を受けた。

予定通り進んでいる

創業者支援の取組については、商工会議所・商工会と
連携し、両団体が実施する取組を側面から支援する形
で実施したい。加えて、創業者の実態を把握し、市とし
て独自支援が必要な事項を検討して、必要に応じて事
業化を検討する。

13件

セミナー参加者
12名

BCPセミナー実施
令和６年12月６日（金）
第１部　体験型‼サーバーセキュリティセミナー
第２部　事業継続のための備えについて

予定通り進んでいる

予定以上に進んでいる

①起業支援の推進

・市内事業者の開業時の経営の安定を図ることを
目的として、起業セミナーや起業支援講座の開
催、支援助成の情報発信、起業資金の融資あっ
せんなど、起業を考える市民等の不安を払拭する
ための支援を行う。

○ ○

施
策
６
　
労
働
生
産
性
の
向
上
を
推
進
す
る

①地域企業のDX推進の支援

・中小企業のＩｏＴ導入に関する現状調査を行
い、情報提供を行いながら業務効率化・付加価
値向上等の攻めのＩｏＴ投資への支援を検討す
る。
・デジタルイノベーション（ＡＩ・ＩｏＴ）に対応し
た支援体制の強化を支援する

○ ○

②持続可能な経営に対する支
援

・新型コロナウイルス感染症など、外的影響を受け
ても事業を継続することができるよう、事業継続計
画の策定を支援する。

施
策
７
　
地
域
資
源
を
活
か
し
た
新
た
な
産
業
の
創
出
と
起
業
を
支
援
す
る

商談成約件数
（１件）

近江八幡商工会議所、安土町商工会が連携し、市内の食品の生
産・加工、販売等の事業者を対象に「地方銀行フードセレクション」
オンライン商談会への出展を支援する。出展支援からフォローアップま
で伴走支援を実施。出展に係る費用の一部を補助する。

経営発達支援計画事業の一環として2/12～14の3日間開催
された第９９回東京インターナショナルギフトショーへ２事業所が
出展。自社商品のPRを行った。

施
策
５
　
地
域
に
定
着
し
た
事
業
活
動
を
支
援
す
る

６－②－１
事業継続力強化支援事業

（BCP）

年１～２回のBCP策定支援セミナーや新型コロナウイルス感染症
対策セミナーなど開催。
BCP冊子の配布。

令和元年度に申請し、認定された
BCP事業計画に基づき、近江八幡
市、近江八幡商工会議所、安土町
商工会との共同で市内小規模事業
者へのBCP策定支援を行う。

令和３年度 ～ 令和６年度

③ビジネスマッチングの機会の創
出

・企業間連携の取組や新製品開発の促進など、
ビジネスマッチングの機会を創出するため、民間企
業や研究機関、大学などが交流できる場づくりを
行う。
・市外への販売を促進するための展示会や商談会
開催に向けた状況提供等の支援を行う。

５－③－１
オンライン商談会出展支援

事業

コロナ禍での新たな商談形態として
オンライン商談会が開催されている。
当該商談会の出展にかかる費用の
一部を補助し、コロナ禍での市内事
業者の売上確保、事業拡大に寄与
することを目的とする。

令和３年度 ～ 令和６年度
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②起業家によるプラットフォーム構
築支援

・市内における新規起業の促進と起業家の事業
継続支援を目的として、起業家及び起業予定者
等による交流、学びの場を提供するための起業家
交流会を実施する。
・新しいビジネスチャンスに活用してもらえるよう、市
内での起業に係る好事例を蓄積し、情報発信を
行う。
・定期的に起業家が集まれるプラットフォーム構築
の支援を行う。

○ ７－②－１ 商工振興課 生業・交流のいえ活用事業

生業づくりの拠点として活用すること
を目的に、生業・交流のいえにかかる
活用方法を検討し、運用を開始す
る。

令和３年度 ～ 令和４年度
新たな活用方法の運

用開始

生業・交流のいえについては、現在トレーニングショップや学生による
ワークショップ施設として貸し出しを行うなど、主に生業づくりや市民
交流の場として活用しているが、さらに生業づくりの場として活用でき
るような手法について関係課及び関係団体と協議し、運用できるよ
う協議する。

７－③－１
安土町
商工会

「豊浦ねぎ」栽培と農商工連
携、農業委員会運営

地域の野菜「豊浦ねぎ」を栽培と販
売による地域資源活用、農業のビジ
ネス化を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
販売金額

（１０万円）

豊浦ねぎの栽培と販売による地域資源活用、商工会が関わること
による販売促進で農業のビジネス化と業種を超えた地域経済活性
化に取り組む。農業委員会（商工会内部の委員会）が中心とな
り取り組む。

6次産業化委員会（旧農業委員会）の機能を「地域活性化
委員会」が引き継ぐ
豊浦ネギ、にごり酒の事業に従来通り取り組むかどうか検討する

実施できていない
地域活性化委員会として、豊浦ネギ、にごり酒事業に
ついて検討したが取り組み決定がおりなかった。

７－③－２ 農業振興課
市内農産物の６次産業化の
取組

近江八幡市農業の持続ある発展を
目指すため、地域産業資源を活用
した６次産業化を推進し、消費者
ニーズにあった商品開発、ブランド農
産物の推進、直売所売り上げの拡
大、都市部での販路の拡大等を通
じて、本市の農業産出額増を図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
６次産業化の参入

事業者数
（２件）

市内の農産物を市内で加工し、流通・販売までの取組に対する支
援を行う。

自己の生産する農産物を使った加工販売施設の整備の相談対
応を行った。

予定通り進んでいる

6次産業化を検討・計画されている農業者の相談や取
組内容に対して、県と連携して支援を行うとともに、新
規の相談があった場合も関係機関と連携し、相談対応
や支援の検討を行う。

④中小企業のイノベーション創出
支援

・市の自然環境や歴史資源など地域資源を活か
した、新技術又は新製品の開発研究を支援す
る。
・オープンイノベーションなど、企業間や産学官連携
支援を推進する。
・地域の中小企業のイノベーション創出に向けて、
ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータなどイノベーションに繋
がるデジタルテクノロジーの導入を支援する。

⑤環境を活かした産業活動支援
と脱炭素経営の促進

・本市の特性を活かし、環境をテーマに活躍する事
業者の支援を検討し、環境保全につながる事業の
検討を行う。
・気候変動に対応した中小企業の中⾧期のCO2
削減目標に向けた、脱炭素経営の啓発と支援を
推進する。

①近江八幡ブランドの構築
・新しい価値を創出できるよう、近江八幡ブランド
の要件を整理し、統一したブランド構築を検討す
る。

８－①－１
近江八幡

商工会議所

価格競争に打ち勝つための、
ブランド認定制度による販路
開拓支援事業

豊かな自然環境、歴史・文化を背
景に伝統的な食の名産品・工芸品
などの資源を有する一方、ここ数年
の物価高騰により、売上は維持でき
ているが利益が減少している事業者
が増加。また、価格競争も激しいた
め、より厳しい状況にある。そこで、商
品への付加価値・魅力を高めるため
に、ブランド認定制度を設置し、積
極的な販路拡大の支援を行うこと
で、地域経済の活性化を図る。

令和５年度 ～ 令和６年度
認定アイテム数（30

アイテム）

近江八幡市内（管内）の、地域資源を活用し成⾧が期待できる
商品を対象とした、ブランド認定制度を設置する。事業者には、商
品開発や販路開拓の支援として研修会・個別相談会・商談会の
出店や販促ツールの作成を行う。

10月の審査会で 10 商品を認定品に選定した。また10月24
日にプレス発表を実施。認定事業者向けのワークショップを4回開
催。R6年1月18日・19日にアルプラザ近江八幡店にてPOP UP
出店し、認定品の販売及びPRを行った。

予定通り進んでいる
ブランド認定制度で認定した商品を、市内をはじめ県
内でSNS等を活用した、BtoCマーケティングに取り組
み、販路開拓に向けたPOPアップ出店を実施する。

32アイテム

②「近江八幡、八幡商人、近江
八幡ブランド」の情報発信

・全国や世界へ向け、「近江八幡、八幡商人、近
江八幡ブランド」の情報発信の強化を行う。

８－②－１ 商工振興課 物産振興事業

市内の地場産品について、販売拡
大に向けた持続的な情報発信を通
じて、地場産品の認知度の向上とイ
メージアップを図る。

令和３年度 ～ 令和６年度
地場産品認知度向

上
観光物産協会に業務委託を行い、各種物産展や夫婦都市との物
産交流など、本市の地場産品の販路拡大・情報発信を行う。

観光物産協会にて市内地場産品のＰＲを実施するとともに、販
売促進等を図るための調査・研究を行った。
また、今年度は、北海道松前町との交流事業にて、松前町で物
産品の販売やPRを実施した。

予定通り進んでいる
予定通り、観光物産協会と業務委託契約を行い、継
続した市内地場産品のＰＲとともに、効果的な販促が
進められるよう調査研究を実施する。

８－③－１
観光物産

協会
物産振興事業

地域特産品のPRや販路拡大を通じ
て、知名度のUP、地域経済の活性
に繋げる

令和３年度 ～ 令和６年度
近江八幡の特産品の

ブランド力向上

・近江八幡市内の地場産品について、県内外の販売拡大に向けた
宣伝紹介を行うとともに物産事業に係る研究調査を行うことで、地
場産品の知名度の向上とイメージアップを図る。

各種物産展・商談会等への積極的な参加
＊県内:近江路（草津近鉄）、県外:氏郷まつり（三
重）、戦国武将EXPO（東京）、大近江展（東京）

予定通り進んでいる

万博、国スポ、安土城築城450年（プレ）、ヴォーリズ
来日120年、等々、関西、滋賀、近江八幡に注目が
集まる時期でもあり、各種要請や打診があると予想され
る。この機会を最大限、そして有効的に活用するため、
積極的な参加に努め、認知度を高め近江八幡の特産
品の販路拡大につなげる

８－③－２
近江八幡

商工会議所

近江八幡商工会議所会報
誌における地域の事業所Ｐ
Ｒ

創業間もない事業所や、販路拡大
に力を入れたい事業所のＰＲを支
援することで、地域商業の維持・活
性化に繋げる。

令和３年度 ～ 令和６年度

近江八幡商工会議
所会報誌への事業所

掲載件数
（５０件/年）

市内で事業を営む当所会員事業所について、当所会報誌
（2,000部を奇数月に発行）に情報を掲載し、ＰＲを行う。特
に、地元の産品を使用・提供している市内の事業所については、当
所会報誌の特集記事にてＰＲを行う。

「会員事業所紹介コーナー」で様々な業種の店舗を紹介した。ま
た、「新入会員さまのご紹介」では、新規会員の一言コメントを掲
載。地域ブランド「はちまんもん」に認定された事業所や商品の紹
介も行った。

予定通り進んでいる

引き続き事業所のPR記事として、「会員事業所紹介
コーナー」「新入会員さまのご紹介」の掲載を行う。また、
地域ブランド「はちまんもん」に認定された事業所や商品
の紹介も積極的に行っていく予定。併せて、ホームペー
ジやメールマガジンでも紹介する。

52件

８－③－３ 魅力発信課 ふるさと応援事業

都市部をはじめとした全国の納税者
からのふるさと応援寄附により、「近
江八幡市」の全国での知名度アップ
や特産品のブランド向上、市内産業
の振興も含め、地域循環型による本
市全体の地域活性化をめざす。

令和３年度 ～ 令和６年度
ふるさと応援寄附金の

受付
（１４万件）

寄附者の申込み謝礼品に対して、市から事業者へ発注を行い謝礼
品を発送する。地方税法第314条の7第2項第1号に基づき、ふる
さと納税の返礼割合は寄附金の3割以内と定められている。また、
謝礼品審査会運営及び請負事業者登録受付・審査を行う。

寄附者申込数:184,537件、謝礼品発注数:221,695件
登録請負事業者発送数:216,699件、謝礼品審査会開催
数:6回
審査件数:188件、新規謝礼品掲載数:179件（全1,014
件）
請負事業者追加登録申請(3月):新規3者(全68事業者）

予定以上に進んでいる

引き続き、全国に広く「近江八幡市」をPRし、本市の認
知度や特産品のブランド向上、市内産業の振興も含め
市全体の地域活性化をめざす。また、新規謝礼品の掘
り起こしを進め、新たな本市の魅力発信に努める。

寄附受付数
184,537件
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③ＰＲや販路拡大支援

・全国や世界へのＰＲ強化により、ブランド価値の
向上に向けた取組を行う。
・全国や世界への販路拡大に向けた取組を支援
する。

③６次産業化の推進

・支援団体等や農業協同組合など関係者と連携
し、市内の農産物を市内で加工し、流通・販売ま
で行う６次産業化の取組を行う事業者を支援す
る。
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